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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部

を改正する法律の施行期日を定める政令及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の

一部を改正する内閣府令の公布について（通達）

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改

正する法律の施行期日を定める政令（令和３年政令第210号。別添１）が本日公布され、

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正

する法律（令和３年法律第71号。以下「改正法」という。）は令和３年９月15日から施

行されることとなった。

また、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和３年内閣府

令第51号。別添２）も本日公布され、改正法の施行の日から施行されることとなった。

これにより、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和33年総理府令第16号）第11条第１

項第６号に規定される申請書の添付書類に係る特例の期限が令和９年４月15日までに改

められたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
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鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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政
令
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二
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号

鳥
獣
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よ
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農
林
水
産
業
等
に
係
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被
害
の
防
止
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た
め
の
特
別
措
置
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す
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律
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正
す
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法

律
の
施
行
期
日
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定
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る
政
令

内
閣
は
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

鳥
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農
林
水
産
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に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
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特
別
措
置
に
関
す
る
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律
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一
部
を
改
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す
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律
の

施
行
期
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、
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和
三
年
九
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十
五
日
と
す
る
。
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銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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書
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十
一
条
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第
四
条
の
二
第
三
項
（
法
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五
条
の

四
第
三
項
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六
条
第
三
項
、
第
七
条
の
三
第
三

項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
及
び
第
九
条
の
十
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
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を
含
む
。
次
項
に
お

い
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じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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﹇
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上
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〜
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﹇
一
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上
﹈
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六

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
法
第
七
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
更
新
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に

係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で

あ
つ
て
、
令
和
九
年
四
月
十
五
日
ま
で
の
間
に

そ
の
者
が
対
象
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
使
用
す
る
種

類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
又
は
当
該
種

類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、
猟

銃
を
使
用
し
て
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
被
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
対
象
鳥
獣
の
捕
獲

等
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
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た
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項
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鳥
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令
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に
よ
り
交
付
を
受
け
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書
面
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二
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に
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当
す
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で
あ
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こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
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係
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止
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規
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す
る
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年
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そ
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づ
く
対
象
鳥
獣

の
捕
獲
等
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
書
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、
鳥
獣
に
よ
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農
林
水
産
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に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
に
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定
す
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特

定
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
等
に
関
す
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命
令

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
書
面

（
同
令
第
二
条
第
一
号
の
特
定
捕
獲
等
に
係
る

も
の
に
限
る
。）及
び
同
条
第
二
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﹇
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備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
九
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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